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(57)【要約】
【課題】作業者による検査作業を省略でき、ブレイク後
の作業効率を高めることが可能な基板分断システム用の
基板検査装置を提供する。
【解決手段】　基板Ｇを載置位置２７ａと検査位置２７
ｂとの間で移動させるベルトコンベア２７と、前記検査
位置２７ｂにまたがるバー３１ａを有するゲート３１と
、前記バー３１ａの下方において長手方向に移動可能に
設けられた変位センサ３３とを有し、前記変位センサ３
３は、前記検査位置２７ｂに移動させた前記基板Ｇにレ
ーザ光を照射して反射光に基づいて前記基板Ｇの面の高
さを計測するものである基板検査装置。前記基板は、例
えば、薄膜トランジスタアレイ基板とカラーフィルタ基
板とが対向して張り合わされた液晶パネルであり、前記
基板検査装置は、前記液晶パネルの端部が除去されて端
子が露出しているか否かを検査するものである。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を載置位置と検査位置との間で移動させるベルトコンベアと、
前記検査位置にまたがるバーを有するゲートと、
前記バーの下方において長手方向に移動可能に設けられた変位センサとを有し、
前記変位センサは、前記検査位置に移動させた前記基板にレーザ光を照射して反射光に基
づいて前記基板の面の高さを計測するものである基板検査装置。
【請求項２】
前記基板が薄膜トランジスタアレイ基板とカラーフィルタ基板とが対向して張り合わされ
た液晶パネルであり、前記基板検査装置が、前記液晶パネルの端部が除去されて端子が露
出しているか否かを検査するものである請求項１記載の基板検査装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板分断システム用の基板検査装置に関し、特に、貼り合わせ基板から端部
を切り離すための基板分断システム用の基板検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶パネルの製造工程には、第１基板及び第２基板を貼り合わせた、いわゆ
る貼り合わせ基板から液晶パネルの原型となる基板ユニットを切り出すブレイク工程が含
まれる。
　例えば、第１基板には、カラーフィルタが形成され、第２基板には、液晶を駆動するた
めの薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）及び外部接続のための端子が形成される。第２基板の端
子は、外部機器と接続される部分であるため、露出している必要がある。そこで、ブレイ
ク工程には、第１基板と第２基板をそれぞれスクライブラインに沿ってブレイクして基板
ユニットの外形を生成する工程の他に、さらに、第２基板に形成された端子を露出させる
ために、端子に対向する第１基板の端部をスクライブラインに沿ってブレイクする工程が
含まれる（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２４１１７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１には、薄膜トランジスタアレイ基板とカラーフィルタ基板とが対向して貼り
合わされた液晶パネルにおいて、端部を切断して取り除くことにより端子を露出させる液
晶パネルの切断方法が記載されている。
【０００５】
　上記のようにして生成された基板ユニットは、その後、さらに研磨や洗浄等の後処理工
程に供される。後処理工程を円滑に進めるためには、ブレイク工程において第１基板の端
部が確実に除去されて基板ユニットの端子が露出している必要がある。このため、作業者
が、基板ユニットごとに端子が適正に露出しているか否かを検査し、検査結果に基づいて
後処理工程に供すべき基板ユニットを振り分けることが必要であった。
【０００６】
　本発明の目的は、作業者による検査作業を省略でき、ブレイク後の作業効率を高めるこ
とが可能な基板分断システム用の基板検査装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　以下に、課題を解決するための手段として複数の態様を説明する。これら態様は、必要
に応じて任意に組み合せることができる。
　本発明の一見地に係る基板検査装置は、基板を載置位置と検査位置との間で移動させる
ベルトコンベアと、前記検査位置にまたがるバーを有するゲートと、前記バーの下方にお
いて長手方向に移動可能に設けられた変位センサとを有し、前記変位センサは、前記検査
位置に移動させた前記基板にレーザ光を照射して反射光に基づいて前記基板の面の高さを
計測するものである。前記基板は、薄膜トランジスタアレイ基板とカラーフィルタ基板と
が対向して張り合わされた液晶パネルであってもよく、前記基板検査装置は、前記液晶パ
ネルの端部が除去されて端子が露出しているか否かを検査するものであってもよい。
【０００８】
　本発明の一見地に係る基板分断システムは、分断装置と、検査装置と、搬送装置とを有
している。
　分断装置は、貼り合わせ基板の端部を切り離すための分断装置である。貼り合わせ基板
は、端部を切り離すためのスクライブラインが表面に形成された第１基板と、第１基板の
裏面に貼り合わされた第２基板と、を有する。
　検査装置は、貼り合わせ基板の端部除去状態を検査する。
　搬送装置は、貼り合わせ基板を分断装置から検査装置に搬送し、検査後に検査装置から
取り出す。
　このシステムでは、分断装置が貼り合わせ基板の端部を切り離し、次に搬送装置が貼り
合わせ基板を検査装置に搬送する。さらに次に、検査装置が、貼り合わせ基板の端部除去
状態を検査する。検査後は、搬送装置が、貼り合わせ基板を検査装置から取り出す。
　このようにして、作業者による検査作業を省略でき、ブレイク後の作業効率が高くなる
。
【０００９】
　検査装置は、検査部と、載置部と、搬送部とを有していてもよい。載置部には、搬送装
置によって基板が供給されてもよい。搬送部は載置部と検査部との間で基板を搬送しても
よい。
　このシステムでは、載置部に基板が供給されると、搬送部が基板を載置部から検査部に
搬送する。検査が終了すると、搬送部が基板を検査部から載置部に搬送する。
【００１０】
　搬送装置は、基板を検査装置から分断装置に搬送してもよい。
　このシステムでは、検査装置によって不良と判断された基板は分断装置に戻されて、そ
の後に端部の切り離しが再度行われる。
【００１１】
　搬送装置は、貼り合わせ基板を搬送するための単一の駆動源を有していてもよい。
　このシステムでは、搬送装置の構造が簡単でかつ制御が容易である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る基板分断システムでは、作業者による検査作業を省略でき、ブレイク後の
作業効率が高くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態としての基板分断システムの模式的平面図。
【図２】基板分断装置の模式図。
【図３】基板搬送装置の模式的斜視図。
【図４】基板検査装置の模式的斜視図。
【図５】基板分断システムの制御構成を示すブロック図。
【図６】基板分断システムの制御動作を示すフローチャート。
【図７】基板分断システムの制御動作を示すフローチャート。
【図８】基板分断システムの制御動作を示すフローチャート。
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【図９】基板分断システムの制御動作を示すフローチャート。
【図１０】基板分断動作を説明するための基板分断装置の模式図。
【図１１】基板分断動作を説明するための基板分断装置の模式図。
【図１２】基板分断動作を説明するための基板分断装置の模式図。
【図１３】基板分断動作を説明するための基板分断装置の模式図。
【図１４】基板分断動作を説明するための基板分断装置の模式図。
【図１５】基板検査動作及びその後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平
面図。
【図１６】基板検査動作及びその後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平
面図。
【図１７】基板検査動作及びその後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平
面図。
【図１８】基板検査動作及びその後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平
面図。
【図１９】基板検査動作及びその後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平
面図。
【図２０】基板検査動作及びその後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平
面図。
【図２１】基板検査動作及びその後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平
面図。
【図２２】基板検査動作及びその後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平
面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
１．第１実施形態
（１）基板分断システム
　図１～図４を用いて、基板分断システム１を説明する。図１は、本発明の一実施形態と
しての基板分断システムの模式的平面図である。図２は、基板分断装置の模式図である。
図３は、基板搬送装置の模式的斜視図である。図４は、基板検査装置の模式的斜視図であ
る。
　基板分断システム１は、貼り合わせ基板Ｇ（以下、「基板Ｇ」という）の一方の表面の
端部に位置する端材ＧＬを除去し、検査し、さらに検査結果に応じて次の処理を実行する
システムである。
【００１５】
　基板分断システム１は、基板分断装置３を有している。基板分断装置３は、基板Ｇの一
方の表面の端部に位置する端材ＧＬを除去する。基板分断装置３は、貼り合わせ基板の端
部を切り離すための分断装置である。基板Ｇは、図２に示すように、第１基板Ｇ１と、第
１基板Ｇ１に貼り合わされた第２基板Ｇ２と、から構成されている。ここでは、第１基板
Ｇ１の表面にスクライブラインＳが形成され、このスクライブラインＳに沿って端材ＧＬ
が除去される。
【００１６】
　基板分断システム１は、基板検査装置５を有している。基板検査装置５は、端材ＧＬが
除去された基板Ｇの端部除去状態を検査する装置である。
　基板分断システム１は、基板搬出装置７を有している。基板搬出装置７は、検査結果が
正常であった基板Ｇを次工程に搬出する装置である。
【００１７】
　基板分断システム１は、基板廃棄部９を有している。基板廃棄部９は、検査結果が不良
であってかつ再分断を行わない基板Ｇが廃棄される場所である。
　基板分断システム１は、基板搬送装置１１を有している。基板搬送装置１１は、基板Ｇ
を、基板分断装置３と、基板検査装置５と、基板搬出装置７との間で搬送する装置である
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。
【００１８】
（２）基板分断装置
　図２を用いて、基板分断装置３を説明する。基板分断装置３は、複数のヘッド２１と、
テーブル２２と、を有している。
　複数のヘッド２１は、図示しないガントリー等の支持機構に、図２の紙面垂直方向に並
べて支持されている。各ヘッド２１は、駆動機構Ｍ１によって昇降自在であり、押圧部２
１ａと、吸着部２１ｂと、を有している。テーブル２２は、第１基板Ｇ１が上方に位置す
るようにして、基板Ｇが載置される。また、基板Ｇは、端材ＧＬがテーブル２２の端面か
らさらに外側に位置するように、すなわち端材ＧＬの下方にテーブル２２の載置面が存在
しないように配置される。テーブル２２は、駆動モータやガイド機構等を含む駆動機構Ｍ
２によって、図２の左右方向に移動可能である。
【００１９】
　ヘッド２１の押圧部２１ａは、基板Ｇに対して、第１基板Ｇ１側から端材ＧＬを押圧す
る。これにより、端材ＧＬはスクライブラインＳに沿って分断される。
　吸着部２１ｂは、押圧部２１ａの側方（テーブル２２の移動方向に沿った側方）に配置
されている。吸着部２１ｂは、多孔質材料で形成されており、ヘッド２１の内部に設けら
れた通路等及び外部配管２３を介して真空ポンプＰに接続されている。
　押圧部２１ａの下面は、端材ＧＬに接触して下方に押圧する押圧面となっている。また
、吸着部２１ｂの下面は、押圧面よりも下方（第１基板Ｇ１側）に突出して形成され、端
材ＧＬを吸着する吸着面となっている。
【００２０】
（３）基板検査装置
　図３を用いて、基板検査装置５を説明する。基板検査装置５は、検査部コンベア２７（
搬送部の一例）を有している。検査部コンベア２７は、ベルトコンベアである。検査部コ
ンベア２７は、その上で基板Ｇを載置位置２７ａと検査位置２７ｂとの間で移動させる。
載置位置２７ａと検査位置２７ｂは図１の左右方向に並んでいるが、この向きは特に限定
されない。
　基板検査装置５は、検査部２９を有している。検査部２９は、検査位置２７ｂにまたが
るゲート３１と、ゲート３１のバー３１ａの下方において長手方向に移動可能に設けられ
た変位センサ３３とを有している。変位センサ３３は、例えば、基板Ｇにレーザ光を照射
して反射光に基づいて基板Ｇの面の高さを計測するものである。変位センサ３３は、直動
機構３５（図５）によってゲート３１のバー３１ａに沿って移動する。
【００２１】
　以上に述べたように、載置位置２７ａに基板Ｇが供給されると、検査部コンベア２７が
基板Ｇを載置位置２７ａから検査部２９に搬送する。検査が終了すると、検査部コンベア
２７が基板Ｇを検査部２９から載置位置２７ａに搬送する。
【００２２】
（４）基板搬出装置
　図１に示すように、基板搬出装置７は、搬出部コンベア３７を有している。搬出部コン
ベア３７は、ベルトコンベアである。
　搬出部コンベア３７は、その上で基板Ｇを載置位置３７ａと搬出位置３７ｂとの間で移
動させる。
【００２３】
（５）基板廃棄部
　図１に示すように、基板廃棄部９は、廃棄タンク３９を有している。廃棄タンク３９は
上側に開いた開口を有している。
【００２４】
（６）基板搬送装置
　図１及び図４を用いて、基板搬送装置１１を説明する。基板搬送装置１１は、回転部４
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１を有している。回転部４１は、上下方向に延びる支柱４１ａと、支柱４１ａの上端から
水平方向に延びる４本のアーム４１ｂとを有している。４本のアーム４１ｂは平面視で９
０度間隔に配置されている。支柱４１ａは、駆動モータ４３（図５）によって上下方向軸
回りに回転可能である。このように基板搬送装置１１は単一の駆動源として駆動モータ４
３を有しているので、構造が簡単でかつ制御が容易である。
　基板搬送装置１１は、第１保持装置４５ａ、第２保持装置４５ｂ、第３保持装置４５ｃ
、及び第４保持装置４５ｄを有しており、これらはアーム４１ｂの先端下部に装着されて
いる。第１保持装置４５ａ～第４保持装置４５ｄは、それぞれ、下方に向いた開口を有す
る第１吸着部４７ａ、第２吸着部４７ｂ、第３吸着部４７ｃ及び第４吸着部４７ｄと、第
１～第４吸着部４７ａ～４７ｄをそれぞれ上下動可能に支持する第１昇降部４９ａ、第２
昇降部４９ｂ、第３昇降部４９ｃ及び第４昇降部４９ｄとを有している。第１～第４吸着
部４７ａ～４７ｄは、図示しない真空ポンプに接続されている。第１～第４昇降部４９ａ
～４９ｄは例えばエアシリンダである。
　なお、図４において、第３吸着部４７ｃは、実線で上昇位置が示され、破線で加工位置
が示されている。
【００２５】
　図１に示すように、基板分断装置３、基板検査装置５、基板搬出装置７、及び基板廃棄
部９は、基板搬送装置１１の回転部４１の支柱４１ａの周囲に配置されている。具体的に
、各装置は、上記の順番で９０度間隔に配置されている。
　回転部４１のアーム４１ｂの先端つまり第１～第４保持装置４５ａ～４５ｄは、基板分
断装置３と、基板検査装置５と、基板搬出装置７と、基板廃棄部９の上方に位置すること
ができる。
　第１～第４保持装置４５ａ～４５ｄは、第１～第４昇降部４９ａ～４９ｄによって第１
～第４吸着部４７ａ～４７ｄをそれぞれ下降し、次に第１～第４吸着部４７ａ～４７ｄに
よって基板分断装置３、基板検査装置５、又は基板搬出装置７にある基板Ｇを吸着又は吸
着解除し、次に第１～第４吸着部４７ａ～４７ｄを上昇させることができる。
【００２６】
（７）基板分断システムの制御構成
　図５を用いて、基板分断システム１の制御構成を説明する。図５は、基板分断システム
の制御構成を示すブロック図である。
　基板分断システム１は、コントローラ８１を有している。コントローラ８１は、プロセ
ッサ（例えば、ＣＰＵ）と、記憶装置（例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＨＤＤ、ＳＳＤなど）
と、各種インターフェース（例えば、Ａ／Ｄコンバータ、Ｄ／Ａコンバータ、通信インタ
ーフェースなど）を有するコンピュータシステムである。コントローラ８１は、記憶部（
記憶装置の記憶領域の一部又は全部に対応）に保存されたプログラムを実行することで、
各種制御動作を行う。
【００２７】
　コントローラ８１は、単一のプロセッサで構成されていてもよいが、各制御のために独
立した複数のプロセッサから構成されていてもよい。
　コントローラ８１の各要素の機能は、一部又は全てが、コントローラ８１を構成するコ
ンピュータシステムにて実行可能なプログラムとして実現されてもよい。その他、コント
ローラ８１の各要素の機能の一部は、カスタムＩＣにより構成されていてもよい。
【００２８】
　コントローラ８１には、検査部コンベア２７、直動機構３５、駆動モータ４３、第１吸
着部４７ａ～第４吸着部４７ｄ、及び第１昇降部４９ａ～第４昇降部４９ｄが接続されて
いる。コントローラ８１はこれら装置に制御信号を送信して制御を行う。
　コントローラ８１には、変位センサ３３が接続されている。コントローラ８１は、変位
センサ３３からの検出信号を受信して、それに基づいて基板Ｇの状態及び今後の処理を判
断する。
　なお、コントローラ８１には、図示しないが、基板Ｇの大きさ、形状及び位置検出する
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センサ、各装置の状態を検出するためのセンサ及びスイッチ、並びに情報入力装置が接続
されている。
【００２９】
（８）基板分断システムの基本動作
　図６～図２２を用いて、基板分断システム１の基本動作を説明する。図６～図９は、基
板分断システムの制御動作を示すフローチャートである。図１０～１４は、基板分断動作
を説明するための基板分断装置の模式図である。図１５～図２２は、基板検査動作及びそ
の後の処理を説明するための基板分断システムの模式的平面図である。
　以下に説明する制御フローチャートは例示であって、各ステップは必要に応じて省略及
び入れ替え可能である。また、複数のステップが同時に実行されたり、一部又は全てが重
なって実行されたりしてもよい。
【００３０】
　さらに、制御フローチャートの各ブロックは、単一の制御動作とは限らず、複数のブロ
ックで表現される複数の制御動作に置き換えることができる。
　なお、下記の分断動作の前には、基板Ｇを準備し、図示しないスクライブライン形成装
置によって、第１基板Ｇ１の表面（第２基板Ｇ２が貼り合わされていない側の表面）に、
スクライブラインＳを形成する。
　ステップＳ１では、基板分断装置３に基板Ｇが載置される。
【００３１】
　具体的には、基板Ｇはテーブル２２の載置面に載置される。さらに具体的は、図２に示
すように、表面にスクライブラインＳが形成された第１基板Ｇ１が上方に位置するように
、かつスクライブラインＳ及び端部（端材となる部分）ＧＬが、テーブル２２の載置面か
らさらに外側に位置するように、基板Ｇを配置する。さらに、端材ＧＬが、ヘッド２１の
押圧部２１ａの真下に位置するように、かつ吸着部２１ｂからずれるように（ヘッド２１
が下降した際に、吸着部２１ｂが端材ＧＬに接触しないように）配置する。
【００３２】
　ステップＳ２では、基板分断装置３が分断動作を実行する。
　具体的には、コントローラ８１が、図１０に示すように、ヘッド２１を下降させ、押圧
部２１ａによって端材ＧＬを下方に押圧する。このとき、端材ＧＬの下方にはテーブル２
２の載置面が存在しないので、押圧部２１ａにより端材ＧＬ部分を押圧することによって
、第１基板Ｇ１には、スクライブラインＳを起点にクラックが形成され、端材ＧＬがフル
カットされる。
【００３３】
　次に、図１１に示すように、コントローラ８１が、ヘッド２１を上昇させ、さらにテー
ブル２２を図１１の左方向に移動させる。このとき、端材ＧＬの真上にヘッド２１の吸着
部２１ｂが位置するように、テーブル２２を移動させる。
　次に、図１２に示すように、コントローラ８１が、ヘッド２１を下降させ、吸着部２１
ｂを端材ＧＬに当接させる。これにより、吸着部２１ｂに端材ＧＬが吸着され、保持され
る。この状態で、図１３に示すように、ヘッド２１を上昇させる。これにより、端材ＧＬ
は第１基板Ｇ１から切り離される。その後、図１４に示すように、コントローラ８１が、
テーブル２２を後退（図の右方向に移動）させて、基板Ｇをヘッド２１の下方から退避さ
せる。そして、吸着部２１ｂにより吸着を解除すれば、端材ＧＬは端材置き場に落下する
。
【００３４】
　次に、ステップＳ３～Ｓ５を用いて、基板搬送装置１１が基板Ｇを基板分断装置３から
基板検査装置に搬送する動作を説明する。
　ステップＳ３では、第１保持装置４５ａの第１吸着部４７ａが下降・吸着・上昇動作を
実行する。このとき、図１５に示すように、第１保持装置４５ａは基板Ｇの上方に位置し
ている。具体的には、コントローラ８１が、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７
ａを下降させ、第１吸着部４７ａを駆動して基板Ｇを第１吸着部４７ａに吸着させ、第１
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昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７ａを上昇させる。その結果、基板Ｇは基板分断装
置３のテーブル２２から持ち上げられる。
　ステップＳ４では、基板搬送装置１１の回転部４１が９０度回転する。具体的には、コ
ントローラ８１が、駆動モータ４３を駆動して回転部４１を図の時計回りに９０度回転さ
せる。その結果、図１６に示すように、基板Ｇは、基板検査装置５の検査部コンベア２７
の載置位置２７ａの上方に位置する。
【００３５】
　ステップＳ５では、第１保持装置４５ａの第１吸着部４７ａが下降・解除・上昇動作を
実行する。具体的には、コントローラ８１が、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４
７ａを下降させ、第１吸着部４７ａを駆動して基板Ｇを第１吸着部４７ａから吸着解除さ
せ、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７ａを上昇させる。その結果、図３及び図
１６に示すように、基板Ｇは、基板検査装置５の検査部コンベア２７の載置位置２７ａに
載置される。
　ステップＳ６では、検査部コンベア２７が基板Ｇを検査位置２７ｂに移動する。具体的
には、コントローラ８１が、検査部コンベア２７を駆動して上記動作を実行する。その結
果、図３及び図１７に示すように、基板Ｇは、検査部コンベア２７の検査位置２７ｂに載
置される。
【００３６】
　ステップＳ７では、変位センサ３３が分断状態を検出する。具体的には、コントローラ
８１が直動機構３５を駆動して変位センサ３３をバー３１ａに沿って移動させながら、変
位センサ３３からの検出信号を受信する。このとき、変位センサ３３は、基板Ｇの非加工
部と端材除去部の両方の距離を検出する。したがって、端材除去部の高さ情報が得られる
。
　ステップＳ８では、コントローラ８１が、分断状態が正常であるか否かを判断する。Ｙ
ｅｓであればプロセスはステップＳ１０（図７）に移行し、Ｎｏであればプロセスはステ
ップＳ９に移行する。
　ステップＳ９では、コントローラ８１が、再分断を行うか否かを判断する。Ｙｅｓであ
ればプロセスはステップＳ１５（図８）に移行し、ＮｏであればプロセスはステップＳ１
９（図９）に移行する。
【００３７】
　以下、図７のステップＳ１０～Ｓ１４を用いて、ステップＳ８でＹｅｓ、つまり基板分
断が正常であった場合の動作を説明する。
　ステップＳ１０では、検査部コンベア２７が基板Ｇを載置位置２７ａに移動する。具体
的には、コントローラ８１が、検査部コンベア２７を駆動して上記動作を実行する。その
結果、図１８に示すように、基板Ｇは載置位置２７ａに配置される。
【００３８】
　次に、ステップＳ１１～Ｓ１３を用いて、基板搬送装置１１が基板Ｇを基板検査装置５
から基板搬出装置７に搬送する動作を説明する。
　ステップＳ１１では、第１保持装置４５ａの第１吸着部４７ａが下降・吸着・上昇動作
を実行する。具体的には、コントローラ８１が、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部
４７ａを下降させ、第１吸着部４７ａを駆動して基板Ｇを第１吸着部４７ａに吸着させ、
第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７ａを上昇させる。その結果、基板Ｇは基板検
査装置５から持ち上げられる。
【００３９】
　ステップＳ１２では、回転部４１が９０度回転する。具体的には、コントローラ８１が
、駆動モータ４３を駆動して回転部４１を図の時計回りに９０度回転させる。その結果、
図１９に示すように、基板Ｇは基板搬出装置７の搬出部コンベア３７の載置位置３７ａの
上方に位置する。
　ステップＳ１３では、第１保持装置４５ａの第１吸着部４７ａが下降・解除・上昇動作
を実行する。具体的には、コントローラ８１が、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部
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４７ａを下降させ、第１吸着部４７ａを駆動して基板Ｇを第１吸着部４７ａから吸着解除
させ、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７ａを上昇させる。その結果、図１９に
示すように、基板Ｇは、基板搬出装置７の搬出部コンベア３７の載置位置３７ａに載置さ
れる。
【００４０】
　ステップＳ１４では、搬出部コンベア３７が基板Ｇを搬送する。具体的には、コントロ
ーラ８１が、搬出部コンベア３７を駆動して上記動作を実行する。その結果、図２０に示
すように、基板Ｇが搬出位置３７ｂ側に移動する。
　その後、プロセスはステップＳ１に戻る。この場合、次の基板保持動作は、第３保持装
置４５ｃによって行われる。なお、第３保持装置４５ｃはすでに基板分断装置３の上方に
配置されているので、回転部４１を回転する必要がない。
　以上に述べたように、基板分断装置３が貼り合わせ基板Ｇの端材ＧＬを切り離し、次に
基板搬送装置１１が基板Ｇを基板検査装置５に搬送する。さらに次に、基板検査装置５が
、基板Ｇの端部除去状態を検査する。検査後は、基板搬送装置１１が、基板Ｇを基板検査
装置５から取り出す。このようにして、作業者による検査作業を省略でき、ブレイク後の
作業効率が高くなる。
【００４１】
　以下、図８のステップＳ１５～Ｓ１８を用いて、ステップＳ９でＹｅｓ、つまり再分断
を行う場合を説明する。
　ステップＳ１５では、検査部コンベア２７が基板Ｇを載置位置２７ａに移動する。具体
的には、コントローラ８１が、検査部コンベア２７を駆動して上記動作を実行する。その
結果、図１８に示すように、基板Ｇは載置位置２７ａに配置される。
【００４２】
　次に、ステップＳ１６～Ｓ１８を用いて、基板搬送装置１１が基板Ｇを基板検査装置５
から基板分断装置３に搬送する動作を説明する。
　ステップＳ１６では、第１保持装置４５ａの第１吸着部４７ａが下降・吸着・上昇動作
を実行する。具体的には、コントローラ８１が、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部
４７ａを下降させ、第１吸着部４７ａを駆動して基板Ｇを第１吸着部４７ａに吸着させ、
第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７ａを上昇させる。その結果、基板Ｇは基板検
査装置５から持ち上げられる。
　ステップＳ１７では、回転部４１が２７０度回転する。具体的には、コントローラ８１
が駆動モータ４３を駆動して回転部を図の時計回りに２７０度回転させる。その結果、図
１９に示すように、基板Ｇは基板搬出装置７の搬出部コンベア３７の載置位置３７ａの上
方に位置する。
【００４３】
　ステップＳ１８では、第１保持装置４５ａの第１吸着部４７ａが下降・解除・上昇動作
を実行する。具体的には、コントローラ８１が第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４
７ａを下降させ、第１吸着部４７ａを駆動して基板Ｇを第１吸着部４７ａから吸着解除さ
せ、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７ａを上昇させる。その結果、図２１に示
すように、基板Ｇは、基板分断装置３のテーブル２２に載置される。
　その後、プロセスはステップＳ２に戻る。この場合、次の基板保持動作は、第１保持装
置４５ａによって行われる。なお、第１保持装置４５ａはすでに基板分断装置３の上方に
配置されているので、回転部４１を回転する必要がない。
　以上に述べたように、基板搬送装置１１は、基板Ｇを基板検査装置５から基板分断装置
３に搬送する。したがって、基板検査装置５によって不良と判断された基板Ｇは基板分断
装置３に戻されて、その後に端材ＧＬの切り離しが再度行われる。
【００４４】
　以下、図９のステップＳ１９～Ｓ２２を用いて、ステップＳ９でＮｏ、つまり再分断を
行わない場合を説明する。
　ステップＳ１９では、検査部コンベア２７が基板Ｇを載置位置に移動する。具体的には
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、コントローラ８１が、検査部コンベア２７を駆動して上記動作を実行する。その結果、
図１８に示すように、基板Ｇは載置位置２７ａに配置される。
【００４５】
　次に、ステップＳ２０～Ｓ２２を用いて、基板搬送装置１１が基板Ｇを基板検査装置５
から基板廃棄部９に搬送する動作を説明する。
　ステップＳ２０では、第１保持装置４５ａの第１吸着部４７ａが下降・吸着・上昇動作
を実行する。具体的には、コントローラ８１が第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４
７ａを下降させ、第１吸着部４７ａを駆動して基板Ｇを第１吸着部４７ａに吸着させ、第
１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７ａを上昇させる。その結果、基板Ｇは基板検査
装置５から持ち上げられる。
【００４６】
　ステップＳ２１では、回転部４１が１８０度回転する。具体的には、コントローラ８１
が駆動モータ４３を駆動して回転部を図時計回りに１８０度回転させる。その結果、図２
２に示すように、基板Ｇは基板廃棄部９の廃棄タンク３９の上方に位置する。
　ステップＳ２２では、第１保持装置４５ａの第１吸着部４７ａが下降・解除・上昇動作
を実行する。具体的には、コントローラ８１が第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４
７ａを下降させ、第１吸着部４７ａを駆動して基板Ｇを第１吸着部４７ａから吸着解除さ
せ、第１昇降部４９ａを駆動して第１吸着部４７ａを上昇させる。その結果、図２２に示
すように、基板Ｇは基板廃棄部９の廃棄タンク３９に投棄される。
　その後、プロセスはステップＳ１に戻る。この場合、次の基板保持動作は、第２保持装
置４５ｂによって行われる。なお、第２保持装置４５ｂはすでに基板分断装置３の上方に
配置されているので、回転部４１を回転する必要がない。
【００４７】
２．他の実施形態
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。特に、本明細書に
書かれた複数の実施例及び変形例は必要に応じて任意に組み合せ可能である。
【００４８】
（１）基板搬送装置のアームの数は４本に限定されない。アームの数は、１～３であって
もよいし、５以上でもよい。
（２）基板搬送装置の回転部の回転方向は図の時計回りに限定されない。図の反時計回り
でもよいし、時計回りと反時計回りを適宜組み合わせてもよい。
【００４９】
（３）基板搬送装置の周囲に配置された装置間の角度は前記実施形態に限定されない。
（４）前記実施形態では検査後に基板Ｇを基板分断装置３に戻すか又は廃棄するかを判断
していたが、この判断を行わなくてもよい。この場合は、分断状態が不良であった基板Ｇ
は、必ず基板分断装置３に戻されるか又は必ず廃棄される。
【００５０】
（５）基板搬送装置の形状及び搬送構造は前記実施形態に限定されない。例えば、各装置
間の搬送はそれぞれ独立した複数の搬送装置によって行われてもよい。
（６）基板搬送装置の基板保持構造は、前記実施形態に限定されない。
（７）基板検査装置のセンサは、前記実施形態に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、貼り合わせ基板から端部を切り離すための基板分断システムに広く適用でき
る。
【符号の説明】
【００５２】
１　　　：基板分断システム
３　　　：基板分断装置



(11) JP 2018-72355 A 2018.5.10

10

20

30

５　　　：基板検査装置
７　　　：基板搬出装置
９　　　：基板廃棄部
１１　　：基板搬送装置
２７　　：検査部コンベア
２７ａ　：載置位置
２７ｂ　：検査位置
２９　　：検査部
３１　　：ゲート
３１ａ　：バー
３３　　：変位センサ
３５　　：直動機構
３７　　：搬出部コンベア
３７ａ　：載置位置
３７ｂ　：搬出位置
３９　　：廃棄タンク
４１　　：回転部
４１ａ　：支柱
４１ｂ　：アーム
４３　　：駆動モータ
４５ａ　：第１保持装置
４５ｂ　：第２保持装置
４５ｃ　：第３保持装置
４５ｄ　：第４保持装置
８１　　：コントローラ
Ｇ　　　：貼り合わせ基板
Ｇ１　　：第１基板
Ｇ２　　：第２基板
ＧＬ　　：端材
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【図１１】
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